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Ⅰ．監視指導計画の実施期間と体制 

 １．実施期間 

平成３１年４月１日から令和２年３月３１日 

 

２．実施体制 

生活衛生課食品衛生グループが主体となり、食品の検査については試験検査グ

ループと連携して実施しました。 

 

Ⅱ．関係機関との連携 

１．広域連携協力について 

平成３１年４月１日に施行された改正食品衛生法に基づく広域連携協力規定に

基づき、食中毒関連調査等において、関係自治体の衛生担当部局と連携して調査

を実施しました。また、北海道広域連携協議会において、厚生労働省の指揮の

下、広域食中毒事案を想定した訓練を実施しました。 

広域流通食品において不良食品等を発見した場合は、製造施設等を所管する自

治体に情報提供や調査依頼をするなど、他自治体との連携を確保しながら対応し

ました。 

 

２．その他の関係機関との連携 

１）北海道厚生局との連携 

   総合衛生管理製造過程承認施設の更新施設及びＥＵ向け輸出水産食品認定施

設に対し、北海道厚生局と協力し、関係調査を実施しました。 

 

２）食品表示に関する連携 

食品表示について、食品表示の適正化を図るため、「後志地区食の安全及び食

品表示監視等に関する協議会」に参加し、北海道農政事務所及び後志総合振興局

と表示に関する情報共有を図りました。また、不適切な食品表示を発見した場合

は、他自治体等関係機関と連携しながら、指導を行いました。さらに、食品表示

基準の周知を目的とし、北海道農政事務所と共催で「食品表示セミナー」を開催

しました。（→食品表示セミナーについては４ページへ） 

 

３）感染症発生時の対応 

 給食を提供する社会福祉施設等において急性胃腸炎の集団発生があった場合

は、保健所健康増進課健康づくりグループ感染症サブグループと連携し、食中

毒と感染症の双方の観点から調査を実施しました。 
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４）他団体との連携 

   小樽市食品衛生協会との意見交換会を２回実施し、食品衛生行政と食品等事

業者（以下「事業者」）との食品衛生に関する相互理解を深めました。また、食

品衛生指導員との巡回指導、食品衛生月間における街頭ＰＲなど、事業者や市

民への啓発事業について、小樽市食品衛生協会と連携して行いました。（→巡回

指導については６ページ、街頭ＰＲについては９ページへ） 

 

Ⅲ．監視指導対象施設と監視予定数 

  監視予定数３，６００回に対し、表１のとおり延べ５，３３２回の監視指導を実

施しました。 

 

＜表１ 令和元年度施設数（令和２．３．３１現在）及び監視数＞ 

業種 施設数 監視数 
許可・登録数 

廃業数 
新規 更新 

飲食店営業等※１ ２，８４５ ４，３７３ ２４４ ３２２ ２４４ 

水産加工品製造業等※２ ７０４ ９５９ ３５ ４５ ２１ 

計 ３，５４９ ５，３３２ ２７９ ３６７ ２６５ 

※１ 食品衛生法に基づく営業許可施設 

※２ 食品の製造販売行商等衛生条例に基づく営業許可・登録施設、学校給食施設、社会福

祉施設又は病院で食品を提供する施設、そのほか食品を製造又は販売する施設 

 

Ⅳ．監視指導の実施内容 

１．共通監視指導事項 

営業許可等の新規・更新検査時、収去検査時、不良・苦情食品の調査時、一斉取

締りによる監視等、施設の監視時には、①管理運営基準及び施設基準に適合してい

ること、②不衛生又は有害な食品が販売されていないこと、③食品衛生法に基づく

規格基準等に適合していること、④食品の表示が適正であることについて確認し、

必要に応じて指導を行いました。 

 

２．重点的な監視指導項目 

 １）食中毒の予防 

  （１）カンピロバクターによる食中毒 

カンピロバクターによる食中毒を防止するため、飲食店営業者等に、食肉を十

分に加熱調理して安全に提供することについて、リーフレットを配布して啓発し
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ました。また、食品衛生協会との食中毒防止街頭ＰＲ時（→詳細は９ページへ）

やＳＮＳ、広報おたるなどを活用して、食肉の生食等のリスクについて、市民へ

の啓発に努めました。 

 

（２）ノロウイルスによる食中毒 

年末一斉取締り期間中における収去検査施設や宿泊施設、スーパー、市場、

大型商業施設等のほか、病院や社会福祉施設等の給食施設に対し、ノロウイル

スによる食中毒予防について啓発しました。 

また、１１月に小樽市食品衛生協会が開催した「ノロウイルスによる食中毒

予防研修会」に講師を派遣し、食中毒予防に係る衛生教育を実施しました。こ

の研修会では、汚物処理のデモンストレーションを行うほか、ブラックライト

を当てて手指の洗い残しを目で見て確認できる「手洗いチェッカー」を使用

し、適切な手洗いについて重点的に啓発しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）腸管出血性大腸菌による食中毒 

 過去に腸管出血性大腸菌による感染症・食中毒事案が高齢者施設において発生

した事案を受け、高齢者等の抵抗力の弱い方を対象に食事を提供する病院や社会

福祉施設等の給食施設に対して、野菜等を加熱せずに提供する場合には、殺菌を

行うよう指導しました。また、焼肉店において腸管出血性大腸菌 O１５７によ

る食中毒が発生した事案を受け、焼肉店に対し、腸管出血性大腸菌による食中毒

予防について啓発しました。 

 

 

 

 

汚物処理デモンストレーション（左）、手洗いチェッカー（右）の様子 
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（４）有毒植物による食中毒 

近年、有毒植物を喫食したことによる食中毒が多発してお

り、平成３１年４月には小樽市内において有毒植物であるトリ

カブトによる食中毒が発生したことから、青果物仲卸人等関係

事業者に有毒植物による食中毒予防について周知しました。 

また、北海道が発行する「毒草ハンドブック」（右図）や啓

発リーフレットを公共施設や商業施設等に設置し、市民への注

意喚起に努めました。 

 

（５）アニサキスによる食中毒 

   近年、アニサキスによる食中毒が上位を占める傾向にあり、小樽市内におい

ても発生があることから、広報おたるやホームページなどを活用し、市民を対

象とした予防啓発に努めました。また、魚介類販売店に対し、店頭でアニサキ

スについて周知を行うよう指導しました。 

 

２）ＨＡＣＣＰによる衛生管理の導入の推進 

一斉取締り時による監視時や巡回指導時等において、ＨＡＣＣＰに基づく衛生

管理についてリーフレットによる周知を行ったほか、市内関係事業者へＨＡＣＣ

Ｐに関する衛生教育を実施しました。また、ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛

生管理の推進のため、厚生労働省が公開する手引書について、すべての施設に該

当する手引書を配布しました。 

また、ＨＡＣＣＰ制度化に向けて、事業者の形態や規模に応じたＨＡＣＣＰセ

ミナーを開催しました。（→ＨＡＣＣＰセミナーについては、１０ページへ） 

 

３）新たな食品表示制度について 

一斉取締り時による監視時において、新

たな食品表示制度について周知しました。

また、新たな食品表示制度への理解を深め

るため、北海道農政事務所と連携し、「食

品表示セミナー」を開催しました。食品表

示セミナーでは、衛生及び保健事項を小樽

市保健所職員、品質事項を北海道農政事務

所職員が担当しました。 

 

 

 

 

 

食品表示セミナーの様子 
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３．継続的に実施する監視指導施設 

  １）うに加工施設 

   うに漁の開始に合わせて、６月に小樽市漁業協同組合と連携してうに加工施

設の立入検査を実施し、手洗い設備や人工海水器、保管設備、食品表示等、食

品の取扱いについて監視を行いました。 

   

２）海水浴場施設 

   ６～７月の海水浴場開設に合わせて、海の家の監視指導を実施しました。気

温が高くなる時期であるため、手洗い設備の整備や食品の衛生的な取扱いなど

について監視し、食中毒予防に関する啓発を行いました。 

   

３）観光地周辺施設 

   ゴールデンウィーク前に、多くの観光客が訪れる港町、色内、堺町、小樽駅

周辺、祝津方面、大型商業施設の飲食店及び宿泊施設に対し、食中毒予防につ

いて指導しました。 

 

４）給食施設 

   学校や病院、社会福祉施設等、給食を提供する施設に対し、立入検査を実施

しました。厚生労働省が示す大量調理施設衛生管理マニュアルに基づき、食品

の衛生的な取扱いや記録を確認し、食中毒予防について指導しました。 

 

４．一斉取締りによる監視指導 

    厚生労働省の通知に基づき、夏期と年末に食品、添加物等の一斉取締りを実施

しました。 

夏期一斉取締りでは、収去検査をはじめとして、前項のうに加工施設及び海水

浴場施設のほか、魚介類せり売施設及び青果卸売市場の早朝監視、住吉神社例大

祭や潮まつりなどのイベントにおける臨時営業施設の監視を実施しました。 

年末一斉取締りでは、収去検査のほか、スーパー、市場、大型宿泊施設、スキー

場等の監視を実施しました。 

収去検査の結果、食品衛生法等の違反等が発見された場合は、施設の立入検査を

実施し、原因究明、施設改善及び再発防止に努めるよう指導を行いました。（→収

去検査については７ページ） 

 

５．市内神社祭典等の臨時営業の監視指導 

  市内で行われた神社祭典等のイベントにおける臨時営業施設は７２４件でし

た。臨時営業許可申請時に、衛生的な食品の取扱い、特に、営業時には手洗い設

備を設置し十分な手洗いを行うことについて指導しました。特に、夏季には、食

品を適切に保冷するよう、食品の温度管理について重点的に啓発しました。 
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６．飲食店等の巡回指導 

  小樽市食品衛生協会事業である食品衛生指導員一斉巡回指導に同行し、食品衛

生指導員と市内の飲食店等の巡回指導を行いました。巡回時に、営業許可証及び

食品衛生責任者の掲示、施設の衛生状況、特に手洗い設備の状況を確認し、食中

毒予防の啓発を行うとともに、ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理につい

て周知しました。 

 

７．広域流通食品の製造施設への立入検査 

  大規模な食中毒や食品事故等の発生を防止するため、広域流通食品の製造施設

への立入検査を実施し、食品の衛生的な取扱いについて指導するとともに、食品

収去検査により食品衛生法の規格基準等に適合しているか確認しました。 

 

８．適正な食品の表示 

  スーパーや市場等の監視時及び収去検査時に、適正な食品の表示について確認

しました。また、水産加工品１件、食肉加工品１件、菓子類１件の計３件の不適

正な表示を発見し、適正な表示について指導を実施しました。 

 

９．放射性物質のスクリーニング検査 

  市内スーパーから買い上げた食品のほか、学校及び市立保育所の給食において

使用する食材について、表２のとおり放射性物質検査を実施しました。検査の結

果、基準値を超過した食品はありませんでした。 

 

＜表２ 放射性物質検査数＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査の種類 
検体数 

合計 
農産物 水産物 畜産物 

学 校 給 食 ３０   ３０ 

市 立 保 育 所 ２４   ２４ 

買 い 上 げ  ４ １ ５ 

合 計 ５４ ４ １ ５９ 
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Ⅴ．食品の収去検査 

市内で製造された食品及び流通する食品について、安全を確認するため、食品

の収去検査を実施しました。検査対象とした食品及び検体数は表３のとおりで、

食品衛生法に基づく規格基準や厚生労働省の通知による衛生規範等に適合してい

るか細菌検査や食品添加物検査等を実施しました。 

 

＜表３ 収去検査検体数＞ 

食品の種類 予定数 実施数 
違反 

(不適)数 
検査項目 

魚介類※１・魚介類加工品※２  ７０  ７２   １ 細菌・食品添加物 

食肉・食肉製品  １０  １１  細菌・食品添加物 

乳・乳製品  １０  １０  細菌・成分規格 

アイスクリーム類・氷菓  １５  １５  細菌・成分規格 

弁当・そうざい  ７０  ６９   ３ 細菌・食品添加物 

生鮮野菜・果物   ５   ５  残留農薬 

その他の食品※３  ７０  ９９   ５ 
細菌・抗生物質・食品

添加物 

計 ２５０ ２８１   ９  

※１ 生食用鮮魚介類 

※２ 魚肉練り製品、たらこ・いくら・珍味等の水産加工品 

※３ めん類、菓子類、冷凍食品、清涼飲料水、酒精飲料、豆腐、漬物等 

 

（２）違反又は不適合の場合 

収去検査の結果、食品衛生法の規

格基準に違反であった食品が１検

体、衛生規範に不適合であった食品

が８検体ありました。違反又は不適

合であった施設には、立入調査を実

施し、調理又は製造工程を確認し、

食品衛生指導票を交付し、自主検査

を実施させ、改善指導を実施しまし

た。 

 
細菌検査の様子 
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Ⅵ．食中毒等発生時の対応について  

食中毒疑いや有症苦情等の健康被害発生について、有症者の喫食状況や症状、検

便検査等の患者調査や施設の調査等、必要な調査を迅速に実施しました。なお、令

和元年度（平成３１年度）は、小樽市内において、有毒植物による食中毒が１件、

アニサキスによる食中毒が１件発生しました。 

 

＜表４ 食中毒発生状況＞ 

発生月 原因施設 原因食品 病因物質 患者数 

４月 家庭 トリカブト（推定） アコニチン ２名 

１１月 不明 不明 アニサキス １名 

合  計 ２件 ３名 

 

Ⅶ．保健所からの情報提供 

１．食中毒警報の発令 

  ５月から９月にかけて計１３回延べ３２日間

の食中毒警報を発令し、市民や事業者に対し、

食中毒予防のため食品の取扱いについて注意喚

起しました。発令時には、保健所正面玄関前に

「食中毒警報発令中」の懸垂幕を掲げるほか、

ファックス等を利用した事業者への情報提供、

ホームページへの掲載、市内中心街の街頭放

送、保健所の車両放送により、食品の取扱いに

ついて注意喚起を行いました。 

 

２．市民向け食品安全情報等 

  有毒植物やアニサキスによる食中毒等市民に向けた食品の安全の情報につい

て、ホームページや広報おたる、ＳＮＳなどを活用して、市民に周知しました。

また、市内に流通している食品の放射性物質検査の結果について、随時ホームペ

ージに掲載し、情報提供をしました。 

 

３．食品等の回収について 

  回収対象となっている食品が市内に流通していることが判明した場合、販売店

や出荷先等に情報提供し、速やかな回収について助言しました。 

 

４．関係法令等の周知について 

事業者に向けて、平成３０年６月に公布された改正食品衛生法についてや食品

「食中毒警報発令中」の懸垂幕 
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表示、ＨＡＣＣＰに関する情報等、必要な情報についてホームページなどを活用

して周知しました。 

 

５．食中毒防止街頭ＰＲ 

食品衛生月間（厚生労働省が定めた期間

で８月の１か月間）として、８月６日に小

樽市食品衛生協会と協力し、ウイングベイ

小樽において、「食中毒防止街頭ＰＲ」を

実施しました。食中毒防止街頭ＰＲでは、

小樽市保健所職員５名と小樽市食品衛生協

役員等１０名の計１５名で、食中毒予防リ

ーフレット及びウェットティッシュ１００

０個を配布し、市民に食中毒予防を呼びか

けました。 

 

Ⅷ．事業者における自主的な衛生管理の推進 

１．ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理の導入の推進 

１）「北海道ＨＡＣＣＰ」及び「ＨＡＣＣＰ評価事業」の普及 

   北海道の事業である「ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理導入評価事業」につい

て、新規評価申請が１１施設、再評価申請が３施設からあり、評価を実施しま

した。 

 

２）ＨＡＣＣＰ導入型基準の周知 

   ＨＡＣＣＰ導入型基準について、北海道 HACCP 評価事業の評価時等に事業

者に対し周知を行い、新たに８施設から届出があり、ＨＡＣＣＰ導入型基準に

適合していることを確認しました。 

食中毒防止街頭ＰＲの様子 

食中毒防止街頭ＰＲにおける配布物 
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３）ＨＡＣＣＰセミナーの開催 

   事業者がＨＡＣＣＰに基づく 

衛生管理を導入できるよう、「大

規模事業者向け」と「飲食店、販

売店及び小規模事業者向け」のＨ

ＡＣＣＰセミナーをそれぞれ２回

ずつ開催し、計１２４名が参加し

ました。 

「大規模事業者向け」は、ＨＡ

ＣＣＰの７原則について重点的

に、「飲食店、販売店及び小規模

事業者向け」は、ＨＡＣＣＰの考

え方を取り入れた衛生管理について、衛生管理計画及び記録の作成方法を重点

的に講話し、それぞれ実践的な演習を取り入れるとともにＨＡＣＣＰの制度化

について周知し、ＨＡＣＣＰの基本的な知識の普及を図りました。 

 

２．食品衛生優良店舗等の表彰 

  小樽市食品衛生優良店舗等審査会条例に基づき、食品衛生の向上及び増進に努

めている市内３施設（飲食店営業２施設、菓子製造業１施設）に対し、食品衛生

優良店舗等として市長が表彰し、食品衛生管理意識の向上を図りました。 

 

Ⅸ．食品衛生に関する人材等の資質の向上 

１．事業者の資質の向上 

１）食品衛生責任者実務講習会の受講促進 

   営業許可の更新をした事業者に食品衛生責任者実務講習会の受講を促進し、

４月及び１０月に開催された本講習会に延べ９７名が受講しました。講習会で

は、保健所職員が講師として、受講者に対しＨＡＣＣＰの制度化及びＨＡＣＣ

Ｐの考え方を取り入れた衛生管理について周知しました。 

 

２）衛生教育の実施 

  事業者の依頼に基づき講師を派遣するなど、ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理や

ノロウイルスなどの食中毒予防を中心とした衛生教育を実施しました。衛生教

育実績は、表５のとおりです。（前述のセミナーなど含む。） 

 

＜表５ 衛生教育実績＞ 

実施回数 参加者数 

１９回 ７３７名 

ＨＡＣＣＰセミナーの様子 
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２．食品衛生監視員等の資質の向上 

（１）研修会等の派遣 

食品衛生監視員の資質を向上するため、表６のとおり国や北海道が開催する研

修会に積極的に参加し、専門的な知識・技術の習得、最新の知見・情報の収集に

努めました。 

また、検査部門において、理化学及び微生物検査の検査員としての専門的な知

識及び技術を習得するため、表７のとおり関係機関が開催する研修会に積極的に

参加しました。 

 

＜表６ 食品衛生監視員における主な研修会参加実績＞ 

種類 研修名 主催 

ＨＡＣＣＰに

関する研修会 

ＨＡＣＣＰ指導者養成研修会 厚生労働省 

ＨＡＣＣＰ普及推進地方連絡協議会 厚生労働省 

食品表示に関

する研修会 
食品表示行政担当者研修会 農政事務所 

そのほか食品

衛生に関する

研修会 

ゲノム編集技術を利用して得られた食品等に関

する意見交換会 
厚生労働省 

全道食品環境衛生研究発表会 北海道 

食品衛生法等の一部を改正する法律の政省令案

に関する説明会 
厚生労働省 

食品事故等危機対応研修 北海道 

 

 

＜表７ 検査員における主な研修会参加実績＞ 

検査の種類 研修名 主催 

理化学検査 食品分析研修会 北海道 

微生物検査 

保健所微生物等検査業務担当者研修会 北海道 

感染症対策研修会 北海道 

衛生検査セミナー 検査薬品会社 

北海道食品衛生セミナー 検査薬品会社 
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（２）検査体制における信頼性確保 

   検査における信頼性を確保するため、表８のとおり精度管理を実施しまし

た。 

 

＜表８ 精度管理実施内容＞ 

検査の種類 精度管理の種類 実施日 

理化学検査 
内部精度管理 令和２年 ２月２６日 

外部精度管理 令和元年 ７月２２日 

微生物検査 

内部精度管理 
令和元年１１月２０日 

令和２年 ２月１２日 

外部精度管理 
令和元年 ７月 ８日 

令和元年 ９月 ４日 
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